
（款）　15民生費 （項）　5社会福祉費 （目）　35国民年金事務費

◎国民年金事務の経費

【総合計画上の位置づけ】
健やかで心豊かに暮らせるまち
健康福祉：すべての市民が健康で安心して生活を送ることのできる環境が整っているまち

【事業の目的】
対象

意図

効果

【事業の内容】
(1) 国民年金事務

・

・

・

【事業費】

主な支出内訳
・

主な特定財源
・ 国県支出金 885

198
　電子複写機賃借料 602

　臨時的任用職員賃金
　国民年金事務用消耗品費

1,164 1,164 905
翌年度繰越額 不用額

259

国民年金事務

】国民年金事務 【 保険年金課

国民年金被保険者等

老齢、障害、死亡といった事故によって国民生活の安定がそこなわれることを防ぎ､健全な国
民生活の維持、向上を図る。

被保険者の年金受給権を確保するため。

法定受託事務として、資格関係届出の受理・審査、裁定請求の受理・審査、保険料免除申請
等の受理・審査、老齢福祉年金諸届の受理・審査などを行った。

協力・連携事務として、外国人20歳到達者に係る情報の社会保険事務所への提供、国民年
金資格取得時における保険料の納付督励、年金に関する広報、年金相談などを行った。

85

特定障害者に対する特別障害給付金の支給申請の受理､審査などを行った。

（単位：千円）

当初予算額 予算現額 支出済額



事務事業

№/名　称
事務事業 ５９国民年金事務

単　　　位 　

主管課 保険年金課 関連課 　

分野名 健康福祉

目標
（目標値）
人口等の データ区分

データ 人　　　口
世　帯　数

運営資源 決算値

状　　　況 （国　・　県）

（負担金等）

（一般財源）

人員配置数

人 件 費

協　働　の
パートナー

事務事業
運営経費

市民１人当
りの経費

対象者１人
当りの経費

　２０年度事務事業の変更点（新規・廃止・縮小した個別事業）/事業仕分けの視点による妥当性の評価

変更額（千円） 妥当性※

※妥当性の評価

① 必要性なし

② 民間

③ 国・県

④ 現行どおり(鎌倉市)

年度 19年度 20年度 21年度

目標値

実績値 9,484人 10,194人

年度 19年度 20年度 21年度

目標値

実績値 39,778千円40,852千円

年度 19年度 20年度 21年度

目標値

実績値

年度 19年度 20年度 21年度

目標値

実績値

　　評価　　◎：目標を達成　　○：目標に向かって前進している　　△：横ばい　　×：後退している

　ベンチマーク（県内外自治体や民間団体との比較値）

団体名 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市
被保険者数 100,861 65,308 40,709 100,146 45,586 58,223 13,889
収納率（％） 58.8 58.2 72.0 63.0 65.5 66.4 66.7
免除率（％） 21.6 21.4 20.0 21.6 21.2 22.2 19.8

平成21年度事務事業評価シート

22年度

22年度

指　　標

22年度 最終年度（　　年度）

備　　考

最終年度（　　年度）

13.4

300円 305円 345円

1,294円 1,416円

15.8

三浦市
12,296

62.763.3

南足柄市
10,143

年金受給権の確保。年金制度に対する信頼の確保。

　

60,337千円総事業費

905千円 993千円

△39,947千円 △38,782千円

最終年度（　　年度）

970千円

△37,547千円

22年度 最終年度（  年度）

5.2人 5.2人

1,301円

52,062千円

52,967千円 53,651円

52,658千円

評価

3,9778千円 38,517千円

59,367千円
6.2人

40,852千円

・各年4月1日

77,430世帯 76,536世帯 75,611世帯

健福-52 国民年金事務
■サービス部門

□支　援　部 門

ザイムス
コード及び
個別事業
名

176,484人

評価

評価

評価

事務費交付金

指　　標

窓口来訪者数

指　　標

２０年度

事業の変更点・変更理由

指　　標

１９年度 １８年度

175,902人 175,051人

個別事業名



A:充実又は拡大 C:統合又は縮小 E:事業完了 改善の必要性

B:現状のまま継続 D:廃止又は休止 有

A:充実又は拡大 C:統合又は縮小 E:事業完了 改善の必要性

B:現状のまま継続 D:廃止又は休止 有

担当部名 部長名

Ｂ

国が実施する事業に対しての通知が遅く対応に苦慮した。また、年金記録問題等に対す
る国からの記録照会や市民からの問合せの増加により、事務量が増加した。

健康福祉部 石井　和子

一次評価（課長評価）

Ｂ

今後の方向性
年金サービスに関する情報をわかりやすく市民に提供するとともに、法定受託事務を的確に遂行してい
く。

法定受託事務という性格上、適用や給付に関し市の裁量の余地はないが、窓口での迅速でわかりやす
い対応に努めるとともに、年金制度の改善や事務処理の簡素化について他の自治体とともに国へ働きか
けていきたい。

課題・問題点

未解決の課
題・問題点

今後の方針
（対応・改善）

創意・工夫・課
題等の改善点
20年度の成果

平成１９年の年金記録問題等を受け、市民の年金制度に対する関心が高まっており、また
同時に、こうしたことを受けて年金制度の将来に対する不安が各種メディアなどで取り上
げられている。市としても窓口での相談等を通じて、これら年金制度への信頼を回復する
ことが課題である。

（20年度事務事業を実施するうえでの課題・問題点は、どのようなことでしたか）

（課題・問題点についてどのような創意工夫、改善をしましたか。また、どのような成果がありましたか）

（20年度事務事業の取組において対応（解決）できなかったものはどのようなことですか）

国民年金事務は法定受託事務であり、適用や給付面で市の裁量が働く余地はないが、保険料の免
除申請等の勧誘や、年金の請求漏れを防ぐべく、６５歳到達者への裁定請求の案内通知など、市と
して実施可能なサービスを行っている。また、制度改正の要望などについて他の自治体と共同して
国（社会保険事務所）に対して行った。
さらに、市民への制度や手続周知のため、広報誌へのタイムリーな掲載を心がけた。

創意・工夫・
課題等改善
状況

（上記対応できなかった課題・問題点について今後どのように対応（改善）していきますか）

平成21年度事務事業評価シート

二次評価（部長評価）

今後の方向性

担当課長氏名： 保険年金課長　相澤昭弘

制度改正や国が行う事業への迅速な対応が出来るよう、より一層国との連携を図りつつ、
市民に対しよりスムーズな対応が出来よう努めていく。また、年金記録問題に対しては、
市が保有する収納簿の国への移管を進め事務の効率化に努める。


